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Ⅰ．クリアランスの確認申請について 

（廃止措置部 施設管理課 川越 慎司） 

「ふげん」は、2018 年 8 月 31 日に原子

炉等規制法に基づき、放射能濃度の測定及び評

価方法について認可（クリアランス認可）を受

け、同年 12 月 10 日より、認可された測定及

び評価方法にて、クリアランスモニタによる測

定及び評価を開始しました。 

測定及び評価を実施した対象物は、追加的な

汚染のない管理区域の外側にある構内の確認

待ちエリアに保管しています。 

この確認待ちエリアに保管しているクリア

ランス測定及び評価を行った対象物について、

原子炉等規制法に基づき、2019 年 6 月 11

日に放射性物質の放射能濃度の確認申請（クリ

アランス確認申請（第 1 回））を行い、同年 8

月 2 日に一部補正申請を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜今回確認申請した対象物＞ 

「ふげん」の廃止措置に伴いタービン建屋

から発生した炭素鋼及びステンレス鋼を主

要材料とする解体撤去物（認可を受けた約

1,100 トンのうち約 49 トン） 

 

今後は、今回確認申請した対象物について、

国による「測定・評価結果の確認」（記録の確

認や抜取り測定検査等）を受けます。また、

2019 年度以降に測定・評価を行う対象物に

ついても、順次、クリアランス確認申請し、「測

定・評価結果の確認」を受けてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

第３９号 

クリアランス制度に係る手続きの流れ 

原子力規制委員会 HP より引用 

今回のクリアランス確認申請 



 

 

 

 

 

 

 

 

クリアランスモニタによる測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認待ちエリアでの保管 

 

Ⅱ．廃止措置計画変更認可申請の認可について 

（廃止措置部 計画管理課 中村 保之） 

デコミニュース第 38 号でご報告させて頂

いたとおり、2019 年 3 月 26 日に「ふげん」

の廃止措置計画の変更認可申請を行いました。

その後、原子力規制委員会における審議結果

を踏まえ、同年 6 月 28 日に補正申請を行い、

7 月 22 日に認可を受けました。 

主な変更認可内容は、デコミニュース第 38

号に記載のとおりですが、補正申請において、

今回の変更により使用済燃料貯蔵プールの除

熱機能や余熱除去系設備の維持管理を停止し

ても問題ないと評価した根拠等を追記してい

ます。 

今後、認可頂いた廃止措置計画に基づき、安

全第一で廃止措置作業を進めて参ります。 

 

（主な変更認可内容） 

①使用済燃料の発熱が十分低下したことを踏

まえ、使用済燃料貯蔵プールの除熱機能や

後備冷却系である余熱除去系設備の維持管

理を終了する。 

②原子炉補機冷却系で冷却する負荷が供用中

と比較して十分小さくなったため、一括冷

却方式から個別冷却方式に変更する。 

③廃止措置作業の進捗に伴い電気負荷が減少

したことから、所内電源の受電を 275kV

受電設備から 77kV 受電設備に切り替える。

また、使用済燃料の冷却のための非常用電

源（ディーゼル発電機）の維持管理を終了

し、所内電源負荷に応じた小型のディーゼ

ル発電機を予備電源機能として導入する。 

④廃止措置計画が認可されて約 10 年経過 

し、廃止措置作業において発生する放射性気

体廃棄物、液体廃棄物の放出実績が得られた

ことから、廃止措置の状況に合わせた放出量

や希釈量に変更し、原子炉周辺設備解体撤去

期間以降の放出管理目標値を制限すること

で、一般公衆被ばくの低減に努める。 

 

Ⅲ．TAG66（カナダ）会議報告 

（廃止措置部 施設管理課 山本 耕輔） 

 OECD/NEA 原子力施設廃止措置プロジ

ェクトに関する技術情報交換のため、協力計画

プログラム（CPD）の下、技術諮問グループ

会合（以下：TAG）に「ふげん」から毎年度

技術者を派遣しています。2019 年度は、カ

ナダ・ウィニペグにて５月に開催された

TAG-66 会議に 2 名参加しました。 

今回の会議は 5 日間に渡って開催され、核

燃料施設 6 プロジェクト、原子炉施設 12 プ

ロジェクトの合計 18 プロジェクトの廃止措

置状況報告があり、「ふげん」からは廃止措置

の進捗状況として、原子炉周辺設備解体期間

(第 2 フェーズ)における解体計画、原子炉構造

材からの試料採取及びクリアランスの運用状

況について報告し情報交換を行いました。 

 

 

 

 



TAG66 会議の報告の様子 

 

また、テクニカルツアーとして、ウィニペグ

郊外の AECL(Atomic Energy of Canada 

Ltd.)のホワイトシェル研究所を視察しました。

そこでは、廃棄物管理エリアにおいて過去に地

中に埋設された放射性廃棄物を回収している

状況、研究炉 WR-1 において原子炉等を解体

せずに埋設処分する廃止措置計画の概要につ

いて紹介がありました。 

プロジェクト報告及び現場施設調査の概要

を以下に示します。 

 

【プロジェクト報告】 

(1)燃料施設 

 デンマークの Riso 国立研究所内の研究炉材

料の試験や RI 製造等に使用してきたホットセ

ル内の乾式除染方法及び進捗状況、イギリスで

の排気筒における汚染を考慮した解体工事実

績、フランスでの再処理プラントのホットセル

解体状況及び容器解体時に使用する遠隔解体

技術、カナダの研究炉の廃止措置及び放射性廃

棄物保管エリアの閉鎖に向けた作業現状、イタ

リアにおける放射性廃棄物の回収作業状況等、

核燃料施設の廃止措置状況について様々な報

告がありました。 

 

(2)原子炉施設 

 台湾では使用済み核燃料プールの遠隔装置

を用いた除染及びガンマカメラによる放射線

量管理を活用した解体が進められていること、

韓国では廃止措置において多量に発生する放

射性廃棄物を減容化させるための技術開発を

進めておりクリアランス制度の導入について

も検討を継続中であること、ドイツの研究炉で

は原子炉建屋内機器の解体撤去を完了し、原子

炉建屋内等の除染が行われていること、スウェ

ーデンでは原子炉建屋の生体遮蔽の解体で発

生したコンクリートをクリアランスする計画

準備が進められていること、スペインの原子炉

建屋内機器の一部を遠隔解体操作による水中

切断やバンドソー等により気中切断した実績

等、様々な原子炉施設の廃止措置状況について

報告がありました。 

 

廃止措置作業を担っている諸外国の原子力

事業者と情報交換ができる TAG 会議は、実務

的な内容の議論ができる大変貴重な機会でし

た。特に各国のクリアランス取組み状況に関す

る情報収集もでき、クリアランス測定の担当者

として参加した私個人にとっても大変勉強に

なりました。 

私は海外での「ふげん」の業務紹介及び海外

の技術者と意見交換を行うことは初めての経

験でした。英語で自分の考えを伝えたり相手の

考えを受け止めることに戸惑うことが多々あ

るものの、情報交換できたこと、また海外の技

術者から自分が携わっている作業の情報を求

められていることに海外の廃止措置事業に僅

かながらも貢献できたことに喜びを感じ、今後

の業務の励みとなりました。 

今後も引き続き様々な分野の担当者が会議

に参加し、最新情報の収集、技術者と交流する

ことにより、安全かつ合理的な廃止措置の推進

に繋げていきたいと思います。 

 

Ⅳ.原子力工学国際会議（ICONE27/つくば）

参加報告 

（廃止措置部 技術実証課 粟谷 悠人） 

 2019 年 5 月 19 日～24 日に茨城県の

つくば国際会議場にて開催された第 27 回原

子力工学国際会議(27th International 

Conference on Nuclear Engineering : 



ICONE27)に研究成果の発表と情報収集のた

め、ふげんから 2 名参加しました。 

ICONE27 は、日本機械学会（JSME）の主

催、米国機械学会（ASME）及び中国原子力

学会（CNS）の共催で開催され、“Nuclear 

Power Saves the World! （原子力は世界を

救う！）”の下、企業、政府、学界等から専門

家が参加し、それぞれ 16 の専門分野別のセッ

ションに分かれて原子力の最先端技術と業界

の現状について発表や議論が行われました。 

この会議でふげんから“ Decontamination 

& Decommissioning, Radiation Protection, 

and Waste Management”（廃止措置、除染、

放射線防護、廃棄物）というセッションにおい

て、これまでの廃止措置作業の成果報告として

｢ふげんのタービン設備の解体｣及び｢ふげんの

重水系・ヘリウム系のトリチウム除去｣につい

て 2 件発表しました。 

発表では、廃止措置計画の第一段階で2007

年から 2017 年にかけて、約 10 年間にわた

り実施した汚染レベルの低いタービン設備等

の解体で得られた知見及びトリチウム除去で

開発した技術について報告しました。 

発表後の質疑では実機を解体・除染した知見

ということもあり、多くの質問を頂き、たくさ

んの方に関心を持って頂けました。 

一方、同セッションでは幅広い領域からの発

表があり、特に燃料デブリの性状把握のための

装置の開発、燃料デブリ切断時に発生する多核

種エアロゾルの除去システムの開発等の発表

については、現在私が携わっている原子炉遠隔

解体装置や粉じん回収システム等の開発に向

け、非常に有益な情報だと感じました。 

今後も安全最優先で日々の廃止措置業務を

遂行し、今後の廃止措置に活かせる有用なデー

タを取得していくとともに、ICONE を含む国

内外の会議を通じて、成果の普及及び情報収集

に努めていきます。 

 

 

ICONE27 発表の様子 

 

Ⅴ．IFE 原子力廃止措置に対する知識マネジメ

ント、訓練、教育に係るワークショップ(Digi 

Decom2019)参加報告 

（廃止措置部 計画管理課 樽田 泰宜） 

2019 年 6 月 19 日から 21 日にノルウ

ェーの研究機関である IFE (Institute for 

Energy Technology)が中心となり開催す

る「DigiDecom 2019：Workshop on advanced 

methods for knowledge management, training 

and education for nuclear decommissioning

（原子力廃止措置に対する知識マネジメン

ト、訓練、教育に係るワークショップ）」に

出席してきました。   

IFE は、研究用重水炉を持っており、

1958 年から多国間の原子力に関する研究

開発プロジェクト、通称「ハルデン計画」

を実施しております。また、1983 年から

は人と機械に関する実験所（HAMMLAB：

Halden Man-Machine Laboratory）を

開所して、原子力施設における人間と機械

のインターフェイスに関する研究も実施す

るなど、世界の原子力研究においても重要

な役割を担っております。今回の会議は口

頭発表だけでなく、デモンストレーション、

グループに分かれてのディスカッション等

も開催され、単なる発表の場だけでなく、

技術者や研究者の交流と議論の場としても

重要な位置を占めます。会議の参加国は、

ノルウェー、ドイツ、スウェーデン、フラ



ンス、デンマーク、スペイン、チェコ、ロ

シアそして日本などから研究者や技術者が

50 名ほど集いました。 

私は、廃止措置における新しい試みとし

てハード面ではなくソフト面、つまり、廃

止措置業務に従事する人々に着目し、これ

まで研究されてこなかった原子力施設で働

く人々の心的側面を明らかにした取り組み

を 発 表 し て 参 り ま し た 。 タ イ ト ル は

「Practice of psychological social survey as a 

fundamental information of decommissioning 

in knowledge management」です。2018

年度に「ふげん」職員の心的尺度として、

ジェネラティヴィティ（将来や次世代への

関心や創造性に関する心的尺度）、仕事に対

する有能感（コンピテンシー）、コミュニケ

ーションに関する調査を実施し、統計分析

を用いて定量的に評価しました。 

原子力産業に於いてこの種の研究はほと

んどされていないのですが、先行研究と比

較しても低くない値を示すことが分かりま

した。今後、さらに追加研究も必要なので

すが、ジェネラティヴィティ、コンピテン

シー、コミュニケーションには相互に関係

していることが分かり、どれか一方を高め

ると他の因子も上昇する傾向にあることが

分かっております。 

 私の発表は、会場からも高い関心を得ま

した。特に、廃止措置における知識マネジ

メントとして職員の教育やトレーニングを

実施するためにも重要な課題であるとコメ

ントを頂きました。また、ジェネラティヴ

ィティという心的尺度、コンピテンシー、

コミュニケーションの間に相関がある点に

関しても参加者からは大きな興味を呼びま

した。質疑応答では、定義に関して再度詳

しく説明をしたり、廃止措置でどのように

捉えればいいのかや相互に理解を高めるた

めのディスカッションも実施しました。 

IFE では、ハルデン炉が、廃止措置に移

行することが決定しており、発表に参加し

た各国も廃止を迎える等しております。そ

のため、職員のモチベーションやそれをフ

ォローするためのエビデンスにもなりうる

点は、原子力業界にはこれまでにない視点

であり、注目を浴びたものと思われます。 

原子力産業における心的尺度というのは

新しい視点ですが、一方で、ジェネラティ

ヴィティという要素は高度な学術的概念も

含んでおります。そのため、原子力とジェ

ネラティヴィティに関しては適切な解釈や

理論的背景の検討なども重要な課題になっ

てきます。今後も、国際的な視点と感覚を

大切しつつ取り組みを継続していきたいと

思います。 

 

発表風景 

 

Ⅵ．廃止措置のための人材育成に関する技術会

議(オーストリア)参加報告 

（廃止措置部 計画管理課 樽田 泰宜） 

今回、私は、国際原子力機関 International 

Atomic Energy Agency: IAEA が主催する

「廃止措置のための人材育成に関する技術会

議」（Technical Meeting on Human Resource 

Development for Decommissioning）に参加

しました。IAEA では様々な報告書が発行され

たりしておりますが、それらは各国での原子力

に関する政策、研究、技術開発等で参考にされ

たりして役立てられております。 

今回の会議は、IAEA が発行を予定している

Nuclear Energy Series Report というシリ

ーズ報告書の NG-T-2.3 “Decommissioning 



of Nuclear Facilities: Training and Human 

Resource Considerations”（原子力施設の廃

止措置：訓練と人材に関する考察）のレビュー

が目的で、加盟各国から代表者が参加し喧々

諤々とディスカッションしました。 

参加者は、全体で 30 名から 40 名程度で、

基本的には各国 1 名から 2 名程度が参加しま

す。会議期間は一週間あり、午前中は各国から

の廃止措置、人材育成、知識マネジメント等の

各テーマに沿った報告とディスカッションが

行 わ れ ま し た 。 午 後 は ， 発 刊 に 向 け た

NG-T-2.3 の文章全体のレビューを 3 グルー

プ（各グループは 10 名程度）に分かれて実施

されました。議論終了後には、再度、全員が集

合してその日の成果を全体で共有してさらに

議論を深めます。最終日は金曜日で、全体の総

括と今後の発行作業に向けた調整について議

論が行われました。 

 

私の発表は、廃止措置における人材育成

（Human Resource development：HRD）

に関わる取り組みの一環として、知識マネジメ

ントの観点から 2018 年度に「ふげん」にて

実施したアンケート調査結果の報告を行いま

した。この調査に関しては、本誌 IFE の報告書

をご覧ください。会場からは特に人材育成に向

けた新しい側面からの手法の一例としても興

味深い等の好評を得ました。例えば、スペイン

やブルガリアの原子力発電所も廃止措置に移

行したためにオペレーターの今後のモチベー

ションは心配ごとの一つであるという声も聞

くことができ、非常に参考になったとのことで

す。 

次に、会議のメインとなるレビューとそのデ

ィスカッションですが、私のグループは、フラ

ンス、スウェーデン、アルメニア、パキスタン、

ブラジル、インド、スペインなどから 10 名程

度が参加しました。NG-T-2.3 は全 9 章及び

付録から構成され、その全てを対象に、修正す

べき点、加筆又は削除する点、章立てやその構

成や修正案などに関して深く議論しました。デ

ィスカッションの方法は、ジェネラルとクリテ

ィカルな視点、つまり、一般的な点や大枠での

視点と特に注意すべき箇所の二つの視点から

行いました。 

グループディスカッションの成果として、現

状では修正すべき点も多くあり、これらを具体

的に指摘したことで事務局としても、今後発刊

に向けて改定していくとのことです。特に私の

議論の貢献として、方法論的な部分が弱いので

補強すべきであるといった意見や章と節の移

動や定義や用語説明を補強すべき等を発言し

ました。これら指摘した点は、グループの意見

としても取り入れられ、全体でも共有されまし

た。 

今回の出張では、IAEA における多国間での

議論に参加するという非常に刺激的な体験を

しました。それぞれの母国語も違えば文化や価

値観も異なります。このような背景の中、レビ

ュー作業は非常にエネルギーを消費するもの

でしたが、日本では得がたい経験を積むことが

できました。一方で、IAEA 内には日本人職員

が少なく日本の発言力を高める必要性も感じ

ました。今後も、機構の成果を国際的に発表し

たり、各国と協力したりして原子力の平和利用

に貢献できるように邁進したいと思います。 
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Ⅶ．日本保全学会 第 16 回学術講演会（青森）

参加報告 

（廃止措置部 設備保全課 酒井 康裕） 

 日本保全学会第 16 回学術講演会が 2019

年 7 月 24 日から 26 日に亘り青森にて開催

され、ふげんからは「廃炉・廃止措置」のセッ

ションにおいて、「ふげんにおける廃止措置中

の原子炉施設の保全について」と題し、廃止措

置中の施設の保守管理及び設備維持に係る合

理化策・改善等に対するこれまでのふげんの取

組みと実績について発表しました。 

発表では、「廃止措置中における設備維持管

理の基本的な考え方」、「過去の管理区域での重

水漏えいのトラブルを受けて行った設備維持

管理の仕組みの改善（例：「供用終了措置中設

備」の設備区分の導入等）」及び「設備の具体

的な合理化の内容と運転時からの設備維持費

の削減程度」等を含めることにより、具体的な

報告に努めました。 

質疑応答では、「ふげんでの保全や廃止措置

の内容・結果の軽水炉への応用は？」、「保全や

廃止措置を行ううえで、ふげんの特徴は？また、

行っていることは？」の質問に対し、「軽水炉

と定期的な情報交換を実施していることや、炉

型は異なるが、今後、もんじゅの保全への反映

も考えていく」、「トリチウムが存在するので、

拡散、被ばくに特に注意が必要なこと、及び炉

心が狭隘なので、装置の開発やモックアップの

実施を行っていること」を各々説明しました。 

なお、座長（法政大学宮野先生）から、「ふ

げんは廃止措置を先導しており、国産技術で開

始した炉なので、保全管理の進め方や取組みを

軽水炉と共有すると共に、法律（規制基準等）

へ取込む働きかけなど視野に入れた活動を期

待する。」とのご助言もいただきました。 

 

一方、本学会発表の開催にあたり、三村青森

県知事と戸田六ヶ所村長から「原子力発電所や

再処理施設等を立地する地元にとって、安全確

保と保全技術向上が重要である、また、本講演

会の青森県での開催を歓迎する。」旨のご挨拶

がありました。 

また、初日には基調講演及び特別講演が行わ

れ、「3.11 の経験を踏まえて」（講演者：増田

氏（当時東京電力福島第 2 発電所長））の講演

の中で、「事業者で保全に携わる者は、その機

器が『もう使えない』ではなく『どこまで使え

る、いつまで使える』という判断が出来ること

が重要であり、その力量を高めていってほし

い。」との話が特に印象に残りました。 

個別発表の聴講では「保全現場からの声」の

セッションにおいて、「カイゼンの取組みをし

ていく上では、点検や作業手順の内容だけでな

く、その目的や原理を理解することが大切であ

る。」との言葉が印象に残りました。また、企

画セッション「原子力規制検査」では、各電力

における新検査制度への対応に係る発表があ

り、それぞれ試行錯誤を繰返して対応を行うな

かで生じる課題や疑問は、共通のところがある

と感じました。 

 

最後に、今回の発表を通し多くのことを得る

ことでき、良い機会に恵まれました。今後も引

続き、ふげんの成果を発信するとともに、得ら

れた情報等をふげんに有効に活用することで、

更なる安全確保と確実な廃止措置を推進して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本保全学会第 16 回学術講演会発表の様子 

 

Ⅷ．原子炉周辺設備の解体撤去計画について 

（廃止措置部 技術実証課 荒谷 健太） 

「ふげん」は 2018 年 3 月に廃止措置の第

1 段階（重水系・ヘリウム系等の汚染の除去工

事期間）を終了し、現在は第 2 段階（原子炉

周辺設備解体撤去期間）に移行しています。 

（1）第 1 段階における解体撤去実績 

廃止措置計画認可後、約 10 年に亘り実施し

てきた第 1 段階（2008～2017 年度）にお

ける作業では、既存建屋の有効活用を前提とし



た廃棄物処理（保管、分別、除染等）及び物流

ルート確保を目的に、主復水器等の大型機器を

はじめとした約 1,300 トンのタービン系設備

を解体撤去しました。 

これらの解体撤去に際しては、設備の汚染レ

ベルが比較的低いことや一般構造用鋼材が多

く用いられていること等を考慮し、既存技術を

基本とした解体工法を採用してきました。ここ

で蓄積されたデータ等から、廃止措置への既存

技術等の有効性を確認するとともに、現地で実

施した試験（例：構造材の材質や形状に応じた

切断速度比較等）で得られたデータ・知見等に

基づく解体手順の検討等を進め、次工程の作業

合理化及び解体費削減に向けた取り組みを進

めてきました。 

 

 

第 1 段階における主な解体撤去範囲 

 

（2）第 2 段階における解体撤去作業計画 

第 3 段階（原子炉本体解体撤去期間：2023

年度～2031 年度）における原子炉本体の解

体撤去では、作業者の被ばく低減や原子炉構造

材の性質等を考慮し、遠隔水中解体工法を適用

する計画としています。このため第 2 段階（原

子炉周辺設備解体撤去期間：2018 年度～

2022 年度）では、第 3 段階に向けた準備と

して、解体用プール及び遠隔切断装置等のスペ

ースを確保することを目的に、約 2,000 トン

の原子炉建屋内設備を解体撤去します。 

これら約 2,000 トンの設備には、大型・複

雑構造である蒸気ドラム・再循環ポンプ、厚

肉・大口径配管で構成される原子炉冷却材再循

環系設備、かつて重水を内包しトリチウム雰囲

気にあった重水系・ヘリウム系設備、冷却水の

防錆剤としてクロメート（有害な六価クロム含

有）が添加されている遮へい冷却系設備等を始

めとした特有設備が多数存在しており、第 1

段階における作業環境や条件とは異なり「特有

環境」での作業となることから、特有環境によ

る現地作業への影響を把握し、安全かつ合理的

に廃止措置を遂行するため、これらの設備の解

体撤去作業を 3 つの期間に分割し段階的に解

体撤去を進め、得られたデータ・知見等を後工

程へ逐次反映していく方針としました。 

第 1 期では、限られたエリア内でのスペー

スの確保を進めることに加え、階層ごとの独立

構造でなく、かつ設備等が密集した狭隘環境に

おける安全・効率的な作業手順を確立すること

を主眼とし、原子炉建屋地上階の A ループ側

に設置される設備を解体撤去します。 

続く第 2 期では、第 1 期における知見等（高

所・狭隘環境での作業手順等）の有効性を確認

するとともに、重水関連設備及び生体遮へい内

の解体撤去に着手し、炉心近傍をはじめとした

高線量エリア及び設備内に点在する汚染箇所

の解体撤去手順を確立することを目的とし、原

子炉建屋地上階の B ループ側に設置される設

備を解体撤去する計画としています。 

最後に第 3 期では、第 1 期及び第 2 期の作

業で得られた種々の知見・データ等を踏まえ、

汚染を内包する大型・複雑構造設備を解体撤去

する計画としています。 

 

 

第 2 段階の解体撤去工程(案) 

 



 

各期における解体撤去範囲概略図 

 

また、第 38 号でご紹介したとおり、第 1

期作業に先立って 2018 年度から搬送ルート

整備に係る地下 1 階設備の解体撤去に着手し

ており、2019 年度下期に隣接するタービン

建屋への貫通口設置作業を計画しております。 

 

 

搬送ルート整備に係る作業概略図 

 

以上のとおり、特有環境における作業を段階

的に進め、現場において得られた知見・データ

等を後工程へ逐次反映していくことにより、労

働安全及び放射線管理を第一とした確実な廃

止措置作業の遂行に繋げていきます。 
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201９年５月～2019 年８月の実績 

時  期 内  容 

5 月 13 日～5 月 16 日 

5 月 19 日～5 月 24 日 

5 月 29 日～7 月 24 日 

6 月 11 日 

6 月 19 日～6 月 21 日 

 

 

7 月 1 日～ 

7 月 1 日～7 月 5 日 

 

7 月 22 日 

7 月 24 日～7 月 26 日 

 

・OECD/NEA TAG66 会議/カナダ【№Ⅲ】 

・原子力工学国際会議（ICONE27）/つくば【№Ⅳ】 

・原子炉下部からの炉内構造物（圧力管）の試料採取作業 

・クリアランス確認申請書の提出【№Ⅰ】 

・ＩＦＥ原子力廃止措置のための知識マネジメント、訓練、教育

に関するワークショップ（DigiDecom2019）/ノルウェー【№

Ⅴ】 

・原子炉周辺設備の解体撤去作業【№Ⅷ】 

・廃止措置のための人材育成に関する技術会議/オーストリア【№

Ⅵ】 

・廃止措置計画変更認可申請書の認可【№Ⅱ】 

・日本保全学会 第 16 回学術講演会/青森【№Ⅶ】 

 

 

 

今後の予定 

時  期 内  容 

9 月 9 日～ 

9 月 11 日～9 月 13 日 

10 月 7 日～10 月 10 日 

 

・第 32 回施設定期検査 

・日本原子力学会 2019 年秋の大会（富山大学五福キャンパス） 

・OECD/NEA TAG67 会議/イタリア 

 


